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（宥恕措置における「やむを得ない事情」の意義） 

７－10 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令（令和３年財務省令第 25 号）附則第２条第３

項（（経過措置））の規定により読み替えて適用される規則第４条第３項（（電子取引

の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する宥恕措置））に規定する「やむを得ない

事情」とは、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内で

のワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備

を整えることが困難であることをいう。 

【解 説】 

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律

施行規則の一部を改正する省令（令和３年財務省令第 25 号）附則第２条第３項（（経過

措置））の規定により読み替えて適用される規則第４条第３項（（電子取引の取引情報に

係る電磁的記録の保存に関する宥恕措置））の規定の適用に当たっては、この宥恕措置

が、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に

配意し、令和４年１月１日から令和５年 12 月 31 日までと期間を区切って引き続きその

電磁的記録を出力することにより作成した書面等による保存を可能とする経過措置と

して設けられたものであることに鑑みて、その適用を広く認めることとしている。 

したがって、例えば、その電磁的記録の保存に係るシステム等や社内のワークフロー

の整備が間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含

め、要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難な事情がある

場合については、この宥恕措置における「やむを得ない事情」があると認められること

に留意する。 
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（宥恕措置適用時の取扱い） 

７－11 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令（令和３年財務省令第 25 号）附則第２条第３

項（（経過措置））の規定により読み替えて適用される規則第４条第３項（（電子取引

の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する宥恕措置））の規定の適用に当たって、

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存を要件に従って行うことができなかっ

たことについてやむを得ない事情があると認められ、かつ、その電磁的記録を出力す

ることにより作成した書面（整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限

る。）の提示又は提出の要求に応じることができる場合には、その出力書面等の保存

をもってその電磁的記録の保存を行っているものとして取り扱って差し支えない。 

【解 説】 

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律

施行規則の一部を改正する省令（令和３年財務省令第 25 号）附則第２条第３項（（経過

措置））の規定により読み替えて適用される規則第４条第３項（（電子取引の取引情報に

係る電磁的記録の保存に関する宥恕措置））の規定については、令和４年度税制改正の

大綱（令和３年 12 月 24 日閣議決定）において、「当該電磁的記録の保存要件への対応

が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への

手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮するこ

ととする。」とされている。本通達では、こうした点を踏まえ、令和４年１月１日から

令和５年 12 月 31 日までの間に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、税

務調査等の際に、その電磁的記録を出力することにより作成した書面（以下「出力書面」

という。）の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときは、その出

力書面の保存をもってその電磁的記録の保存をしているものとして取り扱って差し支

えないこととし、もって、適法に保存義務を果たしていることとなることを明らかにし

ている。 

（注） 令和３年度税制改正前に可能とされていた電子取引の取引情報に係る電磁的記

録を出力した COM の保存をしている場合には、上記の出力書面に代えて、その COM

の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときは、その COM が

従前の要件に従って保存されている限りにおいて、その保存をもってその電磁的

記録の保存をしているものとして取り扱って差し支えないこととする。 


